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<別紙> 

変更の内容は次のとおりであります。 

                 （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（目的） （目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。 
第２条 （現行どおり） 

１． 次の事業を営む会社(外国会社
を含む。)、組合（外国におけ
る組合に相当するものを含
む。）、その他これに準ずる事
業体の株式または持分を所有
することにより、当該会社等の
事業活動を支配・管理するこ
と。 

１．（現行どおり） 

(1)～(15)（条文省略） (1)～(15)（現行どおり） 

（新  設） (16) コンクリート製品の製造販売 

(16) 前各号に附帯または関連する
一切の業務 

(17) 前各号に附帯または関連する
一切の業務 

２．（条文省略） ２．（現行どおり） 

第３条～第２５条 （条文省略） 第３条～第２５条 （現行どおり） 

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 

第２６条 （条文省略） 第２６条 （現行どおり） 

２． 当会社は、会社法第４２７条第
１項の規定により、社外取締役
との間に、任務を怠ったことに
よる賠償責任を限定する契約
を締結することができる。但
し、当該契約に基づく責任の限
度額は法令の定める額とする。

２． 当会社は、会社法第４２７条第
１項の規定により、取締役（業
務執行取締役等である者を除
く。）との間に、任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限
定する契約を締結することが
できる。但し、当該契約に基づ
く責任の限度額は法令の定め
る額とする。 

第２７条～第３３条 （条文省略） 第２７条～第３３条 （現行どおり) 
 

（監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 

第３４条 当会社は、会社法４２６条第１
項の規定により、任務を怠った
ことによる監査役（監査役であ
った者を含む。）の損害賠償責
任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除す
ることができる。 

第３４条 当会社は、会社法第４２６条第
１項の規定により、任務を怠っ
たことによる監査役（監査役で
あった者を含む。）の損害賠償
責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除
することができる。 

２． 当会社は、会社法第４２７条第
１項の規定により、社外監査役
との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。
但し、当該契約に基づく責任の
限度額は法令の定める額とす
る。 

２． 当会社は、会社法第４２７条第
１項の規定により、監査役との
間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。但
し、当該契約に基づく責任の限
度額は法令の定める額とする。 

 
 

  


